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【手続補正書】
【提出日】平成24年9月25日(2012.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを提供するための所定のウェブページの
閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場合、要求された前記ウェブページのデー
タを前記端末装置に提供する情報提供装置において、
　前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎
物品とし、
　ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供される
前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算する
ことで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相当
数を算出する相当数算出手段と、
　前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを
表示させる表示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する送
信手段と
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記購入済み商品／サービスからいずれかの購入済み商品／サービスを前記基礎物品と
して選択する選択手段
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報提供装置において、
　前記基礎物品の購入価格とは、前記基礎物品の購入時の単価である
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の情報提供装置において、
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　前記選択手段は、前記購入済み商品／サービスのうち、前記ユーザが最後に購入した商
品またはサービスを前記基礎物品として選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／サ
ービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品またはサービスの前に購入された
商品またはサービスを前記基礎物品として新たに選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項６】
　請求項２又は３に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記購入済み商品／サービスのうち、購入された回数の最も多い商品
またはサービスを前記基礎物品として選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／サ
ービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品／サービスの購入回数に対して次
に購入された回数の多い商品またはサービスを前記基礎物品として新たに選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項８】
　請求項２に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記購入済み商品／サービスのうち、購入した個数の最も多い商品を
前記基礎物品として選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／サ
ービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品／サービスの購入された個数に対
して次に購入された個数の多い商品を前記基礎物品として新たに選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１０】
　請求項２又は３に記載の情報提供装置において、
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段と、
　前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いか否かを判定する判定手段
と
　をさらに備え、
　前記選択手段は、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入
価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格より高い価格の前記購入
済み商品／サービスの中から、最も低い価格の商品またはサービスを前記基礎物品として
選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格と同じ
又はそれより低いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格より低い価格の前記
購入済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商品またはサービスを前記基礎物品と
して選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記判定手段において
前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定されたとき、前記販売
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商品／サービスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物
品として前回選択された商品またはサービスの次に低い価格の商品またはサービスを前記
基礎物品として新たに選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前
記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定されたとき、前記販売商品／サービスの価
格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物品として前回選択さ
れた商品またはサービスの次に高い価格の商品またはサービスを前記基礎物品として新た
に選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の情報提供装置において、
　前記平均購入価格は、前記購入済み商品／サービスの単価の平均値であり、
　前記選択手段において、前記購入済み商品／サービスの前記価格とは当該購入済み商品
／サービスの単価であり、前記前記基礎物品の前記価格とは当該基礎物品の単価である
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１３】
　請求項２又は３に記載の情報提供装置において、
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段と、
　前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いか否かを判定する判定手段
と
　をさらに備え、
　前記選択手段は、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入
価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格より高い価格の前記購入
済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商品を前記基礎物品として選択し、前記判
定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格と同じ又は低いと判定
された場合、前記販売商品／サービスの価格より低い価格の前記購入済み商品／サービス
の中から、最も低い価格の商品を前記基礎物品として選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記判定手段において
前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定されたとき、前記販売
商品／サービスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物
品として前回選択された商品またはサービスの次に高い価格の商品またはサービスを前記
基礎物品として新たに選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前
記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定されたとき、前記販売商品／サービスの価
格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物品として前回選択さ
れた商品またはサービスの次に低い価格の商品またはサービスを前記基礎物品として新た
に選択する
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１５】
　請求項１３又は１４に記載の情報提供装置において、
　前記平均購入価格は、前記購入済み商品／サービスの単価の平均値であり、
　前記選択手段において、前記購入済み商品／サービスの前記価格とは当該購入済み商品
／サービスの単価であり、前記基礎物品の前記価格とは当該基礎物品の単価である
　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１６】
　請求項２～１５の何れか一項に記載の情報提供装置において、
　前記選択手段は、前記基礎物品として、前記ユーザが予め決められた期間に購入した購
入済み商品／サービスの中のいずれかを選択する
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　ことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１７】
　所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを提供するための所定のウェブページの
閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場合、要求された前記ウェブページのデー
タを前記端末装置に提供する情報提供方法において、
　前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎
物品とし、
　ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供される
前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算する
ことで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相当
数を算出し、
　前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを
表示させる表示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する
　ステップを含む情報提供方法。
【請求項１８】
　所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを提供するための所定のウェブページの
閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場合、要求された前記ウェブページのデー
タを前記端末装置に提供するコンピュータに、
　前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎
物品とし、
　ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供される
前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算する
ことで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相当
数を算出し、
　前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを
表示させる表示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する
　ステップを含む処理を実行させるプログラム。
【請求項１９】
　所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを提供するための所定のウェブページの
閲覧を所定のユーザによって要求された場合、要求された前記ウェブページのデータが情
報提供装置から提供される情報表示装置において、
　前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎
物品とし、
　ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供される
前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算する
ことで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相当
数を算出する相当数算出手段と、
　前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを
表示させる表示データを、前記ウェブページ上に表示させる表示制御手段と
　を備えることを特徴とする情報表示装置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の情報表示装置において、
　前記基礎物品の購入価格とは、前記基礎物品の購入時の単価である
　ことを特徴とする情報表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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　本発明の第１の側面の情報提供装置は、所定の商品を販売するかまたは所定のサービス
を提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場
合、要求された前記ウェブページのデータを前記端末装置に提供する情報提供装置であっ
て、前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基
礎物品とし、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または
提供される前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で
割り算することで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基
礎物品相当数を算出する相当数算出手段と、前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物
品相当数の前記基礎物品に相当することを表示させる表示データが含まれる前記ウェブペ
ージのデータを前記端末装置に送信する送信手段とを備える。
　前記購入済み商品／サービスからいずれかの購入済み商品／サービスを前記基礎物品と
して選択する選択手段をさらに設けることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記基礎物品の購入価格は、前記基礎物品の購入時の単価であってもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記選択手段には、前記購入済み商品／サービスのうち、前記ユーザが最後に購入した
商品またはサービスを前記基礎物品として選択させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　前記選択手段には、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／
サービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品またはサービスの前に購入され
た商品またはサービスを前記基礎物品として新たに選択させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記選択手段には、前記購入済み商品／サービスのうち、購入された回数の最も多い商
品またはサービスを前記基礎物品として選択させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　前記選択手段には、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／
サービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品／サービスの購入回数に対して
次に購入された回数の多い商品またはサービスを前記基礎物品として新たに選択させるこ
とができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記選択手段には、前記購入済み商品／サービスのうち、購入した個数の最も多い商品
を前記基礎物品として選択させることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　前記選択手段には、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記購入済み商品／
サービスのうち、前記基礎物品として前回選択された商品／サービスの購入された個数に
対して次に購入された個数の多い商品を前記基礎物品として新たに選択させることができ
る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段と、前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いか否かを
判定する判定手段とをさらに設け、前記選択手段には、前記判定手段において前記販売商
品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サー
ビスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も低い価格の商品ま
たはサービスを前記基礎物品として選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービ
スの価格が前記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定された場合、前記販売商品／
サービスの価格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商
品またはサービスを前記基礎物品として選択させることができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前記選択手段には、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記判定手段におい
て前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定されたとき、前記販
売商品／サービスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎
物品として前回選択された商品またはサービスの次に低い価格の商品またはサービスを前
記基礎物品として新たに選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が
前記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定されたとき、前記販売商品／サービスの
価格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物品として前回選択
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された商品またはサービスの次に高い価格の商品またはサービスを前記基礎物品として新
たに選択させることができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　前記平均購入価格は、前記購入済み商品／サービスの単価の平均値であり、
　前記選択手段において、前記購入済み商品／サービスの前記価格とは当該購入済み商品
／サービスの単価であり、前記前記基礎物品の前記価格とは当該基礎物品の単価であって
もよい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段と、前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いか否かを
判定する判定手段とをさらに設け、前記選択手段には、前記判定手段において前記販売商
品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サー
ビスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商品を
前記基礎物品として選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記
平均購入価格と同じ又は低いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格より低い
価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も低い価格の商品を前記基礎物品として
選択させることができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　前記選択手段には、前記ウェブページの閲覧が繰り返された場合、前記判定手段におい
て前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格より高いと判定されたとき、前記販
売商品／サービスの価格より高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎
物品として前回選択された商品またはサービスの次に高い価格の商品またはサービスを前
記基礎物品として新たに選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が
前記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定されたとき、前記販売商品／サービスの
価格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、前記基礎物品として前回選択
された商品またはサービスの次に低い価格の商品またはサービスを前記基礎物品として新
たに選択させることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　前記平均購入価格は、前記購入済み商品／サービスの単価の平均値であり、前記選択手
段において、前記購入済み商品／サービスの前記価格とは当該購入済み商品／サービスの
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単価であり、前記基礎物品の前記価格とは当該基礎物品の単価であってもよい。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　前記選択手段は、前記基礎物品として、前記ユーザが予め決められた期間に購入した購
入済み商品／サービスの中のいずれかを選択する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の第１の側面の情報提供方法は、所定の商品を販売するかまたは所定のサービス
を提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場
合、要求された前記ウェブページのデータを前記端末装置に提供する情報提供方法であっ
て、前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基
礎物品とし、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または
提供される前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で
割り算することで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基
礎物品相当数を算出し、前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎
物品に相当することを表示させる表示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記
端末装置に送信するステップを含む。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明の第１の側面のプログラムは、所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを
提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置から要求された場合
、要求された前記ウェブページのデータを前記端末装置に提供するコンピュータに、前記
ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎物品と
し、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供され
る前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算す
ることで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相
当数を算出し、前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相
当することを表示させる表示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置
に送信するステップを含む処理を実行させる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の第１の側面の情報表示装置は、所定の商品を販売するかまたは所定のサービス
を提供するための所定のウェブページの閲覧を所定のユーザによって要求された場合、要
求された前記ウェブページのデータが情報提供装置から提供される情報表示装置であって



(9) JP 2011-134155 A5 2012.11.8

、前記ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎
物品とし、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提
供される前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割
り算することで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎
物品相当数を算出する相当数算出手段と、前記販売商品／サービスの価格が前記基礎物品
相当数の前記基礎物品に相当することを表示させる表示データを、前記ウェブページ上に
表示させる表示制御手段とを備える。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　前記基礎物品の購入価格は、前記基礎物品の購入時の単価であってもよい。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明の第１の側面においては、ユーザが過去に購入した商品またはサービスである購
入済み商品／サービスが基礎物品とされ、ユーザからの閲覧要求のあるウェブページで販
売される商品または提供されるサービスである販売商品／サービスの価格を、基礎物品の
購入価格で割り算することで、販売商品／サービスの価格を基礎物品の相当する数で表す
基礎物品相当数が算出され、販売商品／サービスの価格が基礎物品相当数の基礎物品に相
当することを表示させる表示データが含まれるウェブページのデータが端末装置に送信さ
れる。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本発明の第１の側面の情報提供装置は、所定の商品を販売するかまたは所定のサービス
を提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置（例えば、図１の
ユーザ端末装置１３－１）から要求された場合、要求された前記ウェブページのデータを
前記端末装置に提供する情報提供装置（例えば、図１のサーバ１１）であって、前記ユー
ザが過去に購入した商品またはサービスである購入済み商品／サービスを基礎物品とし、
ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供される前
記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算するこ
とで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相当数
を算出する相当数算出手段（例えば、図３の基礎物品相当数計算部８４）と、前記販売商
品／サービスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを表示させる表
示データが含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する送信手段（例え
ば、図３のWebサーバ機能６１）とを備える。ここで、販売商品／サービスの価格とは、
販売商品／サービスの単価であって、基礎物品の購入価格とは、基礎物品の購入時の単価
であってもよい。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段（例えば、図３の平均購入価格計算部８２）と、前記販売商品／サービス
の価格が前記平均購入価格より高いか否かを判定する判定手段（例えば、図３の判定部８
１）とをさらに設け、前記選択手段には、前記判定手段において前記販売商品／サービス
の価格が前記平均購入価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格よ
り高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も低い価格の商品またはサービス
を前記基礎物品として選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前
記平均購入価格と同じ又はそれより低いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価
格より低い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商品またはサー
ビスを前記基礎物品として選択させることができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　前記購入済み商品／サービスの購入価格の平均値である平均購入価格を算出する平均購
入価格算出手段（例えば、図３の平均購入価格計算部８２）と、前記販売商品／サービス
の価格が前記平均購入価格より高いか否かを判定する判定手段（例えば、図３の判定部８
１）とをさらに設け、前記選択手段には、前記判定手段において前記販売商品／サービス
の価格が前記平均購入価格より高いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格よ
り高い価格の前記購入済み商品／サービスの中から、最も高い価格の商品を前記基礎物品
として選択し、前記判定手段において前記販売商品／サービスの価格が前記平均購入価格
と同じ又は低いと判定された場合、前記販売商品／サービスの価格より低い価格の前記購
入済み商品／サービスの中から、最も低い価格の商品を前記基礎物品として選択させるこ
とができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　前記平均購入価格は、前記購入済み商品／サービスの単価の平均値であり、前記選択手
段において、前記購入済み商品／サービスの前記価格とは当該購入済み商品／サービスの
単価であり、前記基礎物品の前記価格とは当該基礎物品の単価であってもよい。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　本発明の第１の側面の情報提供方法は、所定の商品を販売するかまたは所定のサービス
を提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置（例えば、図１の
ユーザ端末装置１３－１）から要求された場合、要求された前記ウェブページのデータを
前記端末装置に提供する情報提供方法であって、前記ユーザが過去に購入した商品または
サービスである購入済み商品／サービスを基礎物品とし（例えば、図４のステップＳ１４
の手続き）、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または
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提供される前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で
割り算することで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基
礎物品相当数を算出し（例えば、図４のステップＳ１５の手続き）、前記販売商品／サー
ビスの価格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを表示させる表示データ
が含まれる前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する（例えば、図４のステッ
プＳ２０の手続き）ステップを含む。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　本発明の第１の側面のプログラムは、所定の商品を販売するかまたは所定のサービスを
提供するための所定のウェブページの閲覧が所定のユーザの端末装置（例えば、図１のユ
ーザ端末装置１３－１）から要求された場合、要求された前記ウェブページのデータを前
記端末装置に提供するコンピュータに、前記ユーザが過去に購入した商品またはサービス
である購入済み商品／サービスを基礎物品とし（例えば、図４のステップＳ１４の手続き
）、ユーザからの閲覧要求のある前記ウェブページで販売される前記商品または提供され
る前記サービスである販売商品／サービスの価格を、前記基礎物品の購入価格で割り算す
ることで、前記販売商品／サービスの価格を前記基礎物品の相当する数で表す基礎物品相
当数を算出し（例えば、図４のステップＳ１５の手続き）、前記販売商品／サービスの価
格が前記基礎物品相当数の前記基礎物品に相当することを表示させる表示データが含まれ
る前記ウェブページのデータを前記端末装置に送信する（例えば、図４のステップＳ２０
の手続き）ステップを含む処理を実行させる。
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